
独立行政法人住宅金融支援機構
地域業務第二部

設立      ：2007年（1950年設立の住宅金融公庫の業務を継承）
業務      ：証券化支援業務（フラット３５）、住宅融資保険等業務（リ・バース６０等）、
            融資業務（災害復興住宅融資等）など
管轄エリア：埼玉県、栃木県、群馬県、新潟県、長野県

私のＳＤＧｓ宣言

「住まいのしあわせを、ともにつくる。」を使命と
し、住宅ローン【フラット３５】をはじめ、リバー
スモーゲージ型住宅ローン【リ・バース６０】、子
育て世帯向け省エネ賃貸住宅建設融資、災害復興住
宅融資等の多様な金融サービスを通じ、みなさまの
住生活の向上に貢献します。
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